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令和 8年度 磐田市農業振興地域整備計画定期変更業務委託 

 

特記仕様書 

 

第１章 総 則 

 

（適  用） 

第１条  本特記仕様書は、農振整備計画定期変更業務委託に関し、適用するものとする。 

 

（目  的） 

第２条  本業務は、農地法等の一部改正や自然的、経済的、社会的諸条件の変化を考慮して、

長期的観点から農業振興を図るための総合的基本計画を定めるもので、農業生産基盤

整備や農業近代化施設の整備等のほか、保全すべき農地について「農用地区域」を定

め農用地等の確保を図るとともに、必要な施策を計画的に推進するための措置を講ず

ることにより、農業の健全な発展を図ることを目的とする。 

 

（法令及び規程の準用） 

 第３条  本業務は、下記に記載する法令及び規則を準用するものとする。 

１． 食料・農業・農村基本法（平成 11年法律 106 号） 

２．農地法（昭和 27 年法律 229 号） 

３．農地法等の一部を改正する法律（号外 第 123 号） 

４．農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律 58 号） 

５．  同  施行令（昭和 44 年政令 254 号） 

    〃  施行規則（昭和 44 年農令 45 号） 

６．財務規則 

７．農業振興地域制度に関するガイドライン（令和 6年３月）  

８．農業振興地域整備計画変更事務取扱い要領（令和 7年３月）  

９．その他必要とするもの 

 

（作業計画及び承認） 

第４条  受託者（以下「乙」という）は本業務着手にあたり、契約締結後 7日以内に業務実

施計画表、着手届、工程表、業務代理人等通知書を委託者（以下「甲」という）に提

出し、その承認を受けなければならない。なお、これを変更する場合も同様とする。 
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（資料等の貸与及び返還） 

第５条  「乙」は、「甲」が収集している調査に必要な資料等を「甲」より貸与を受けるこ

とができる。また「乙」は、貸与された資料等を委託業務完了後速やかに返還しなけ

ればならない。 

 

（機密の保持） 

第６条  「乙」は、業務遂行上知り得た機密を他に漏らしてはならない。 

 

（協  議） 

第７条  「乙」は、作業実施にあたり本仕様書に明示なき事項又は疑義が生じたときは、担

当係員とその都度相互協議し、その指示を受けるものとする。 

 

（検  査） 

第８条 「乙」は、業務終了後速やかに完了届、納品書と共に成果品を提出し、「甲」の最終

検査を受けなければならない。 

なお、訂正を要する場合には、速やかに訂正し再検査を受けなければならない。 

 

 

第２章 作業概要 

 

（貸与資料） 

第９条 本業務における貸与資料は、以下のとおりとする。 

１．既存農業振興地域整備計画書 

２．磐田市農業振興地域整備計画基礎調査に関する基礎資料（令和 7年度作成） 

３．既存農業振興地域整備計画土地利用計画図 

４．農振農用地区域管理図（既存） 

５．現況農用地区域リスト（令和 7年度作成） 

６．課税土地データ 

７．1/1,000 地番図データ 

８．各種農業関連統計書 

９．各種関連計画 

10．その他必要とするもの 

 

（作業の流れ） 

第１０条  別紙「農振整備計画定期変更作業フロー」のとおりとする。 
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（農用地利用計画業務）＜最新課税データ、地番図のデータ調整＞ 

第１１条 本業務の作業は以下のとおりである。 

１．計画準備 

各工程の計画及び打合せ協議を行い、業務が円滑に行えるよう準備を行う。 

２．1/1,000 地番図調整 

最新の地番図データを着色並びに属性データが付加できるようにデータ形式の調整

を行うものとする。 

３．既存農用地区域データ修正 

既存農用地区域データを最新のものにするため、分合筆処理、一部除外処理等を行

う。 

４．土地課税データ編集 

貸与された課税データを上記で抽出された現況農用地区域データとの不突合処理及

び地番図データと照合し編集するものとする。 

 

（農用地利用計画業務） 

第１２条 本業務の作業は以下のとおりである。 

１．計画準備 

各工程の計画及び打合せ協議を行い、業務が円滑に行えるよう準備を行う。 

２．農用地区域除外・編入データ作成 

貸与資料を基に、定期変更で除外・編入する農用地区域を確定し、除外基準コード

を付加する。 

３．1/25,000 新旧対照図作成 

属性付き地番図を 1/25,000 に縮小編纂し新旧対照図を作成する。 

４．新農用地区域リスト作成 

別記農振農用地区域リストを作成する。また、必要に応じて指定された形式により

面積集計を行う。 

５．1/25,000 土地利用計画図作成 

県との協議が終了した後、新農用地区域を 1/25,000 土地利用計画図として出力する。 

６．1/2,000 新農用地区域管理図作成 

告示後管理用として 1/2,000 新管理用農用地区域図を出力し製本する。 

 

（農業振興地域整備計画業務） 

第１３条 本業務の作業は以下のとおりである。 

１.計画準備 

各工程の計画及び打合せ協議を行い、業務が円滑に行えるよう準備を行う。 
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２.計画書作成 

委託者主導の下、貸与資料及び基礎資料調査結果、静岡県農業振興地域整備基本方

針等に従い、下記の項目に準じた農業振興地域整備計画書の作成を行う。また、県と

の協議に伴う修正等は甲が行うものとする。 

第１ 地域の振興方向 

１－１ 農業振興の方向 

１－１－(1) 現状分析 

１－１－(2) 今後の方向 

１－２ 農業振興地域整備計画の特色 

１－２－(1) 経過と変更の理由 

１－２－(2) 計画の特色 

第２ 農用地利用計画 

２－1 土地利用区分の方向 

２－１－(1) 土地利用の方向 

２－１－(1)－ア 土地利用の構想 

２－１－(1)－イ 農用地区域の設定方針 

２－１－(2) 農業上の土地利用の方向 

２－１－(2)－ア 農用地等利用の方針 

２－１－(2)－イ 用途区分の構想 

２－１－(2)－ウ 特別な用途区分の構想 

２－２ 農用地利用計画 

第３ 農業生産基盤の整備開発計画 

３－１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 

３－２ 農業生産基盤整備開発計画 

３－３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

３－４ 他事業との関連 

第４ 農用地等の保全計画 

４－１ 農用地等の保全の方向 

４－２ 農用地等保全整備計画 

４－３ 農用地等の保全のための活動 

４－４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

第５ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促

進計画 

５－１  農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する

誘導方向 
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５－１－(1)効率的かつ安定的な農業経営の目標 

５－１－(2)農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

５－２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を

図るための方策 

５－３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

第６ 農業近代化施設の整備計画 

６－１  農業近代化施設の整備の方向 

６－２ 農業近代化施設整備計画 

６－３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

第７ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

７－１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向 

７－２ 農業就業者育成・確保施設整備計画 

７－３ 農業を担うべき者のための支援の活動 

７－４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

第８ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

８－１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標 

８－２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 

８－３ 農業従事者就業促進施設 

８－４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

第９ 生活環境施設の整備計画 

９－１ 生活環境施設の整備の目標 

９－２ 生活環境施設整備計画 

９－３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

９－４ その他の施設の整備に係る事業との関連 

第 10 付図（別添） 

10－１ 土地利用計画図（付図１号） 

10－２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号） 

10－３ 農用地等保全整備計画図（付図３号） 

10－４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号） 

10－５ 農業就業者育成・確保施設整備計画図（付図５号） 

10－６ 生活環境整備計画図（付図６号） 

別記 農用地利用計画 

別記－(1)農用地区域 

別記－(1)－ア 現況農用地等に係る農用地区域 

別記－(1)－イ 現況森林、原野等に係る農用地区域 
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別記－(2) 用途区分 

３.計画書付図作成 

委託者主導の下、貸与資料及び基礎資料調査結果、静岡県農業振興地域整備基本方

針等に従い、下記の図面を作成する。 

・  土地利用計画図（付図 1号） 

・  農業生産基盤整備開発計画図（付図 2号） 

・  農用地等保全整備計画図（付図 3号） 

・  農業近代化施設整備計画図（付図 4号） 

・  農業就業者育成・確保施設整備計画図（付図 5号） 

・  生活環境施設整備計画図（付図 6号） 

４.調整資料作成 

作成した計画書をもとに前回計画書との新旧対照表を作成するほか、農用地区域の

面積増減の説明等、県事務取扱い要領等に基づいた県との調整資料を作成する。また

事前協議時における管理調整会議用資料をあわせて作成する。 

 

（印刷製本） 

第１４条 本業務の作業は以下のとおりである。 

１．土地利用計画図（付図 1号）を印刷する。 

２．調整された農業振興地域整備計画基礎調査に関する基礎資料を印刷製本する。 

（付図含む） 

３．調整された農業振興地域計画書を印刷製本する。（付図含む） 

 

 

第３章 成果品 

 

（成 果 品） 

第１５条  本業務の成果品は以下のとおりとする。 

    １．1/25,000 新旧対照図      一式 

    ２．新農用地区域リスト      一式 

    ３．調整資料       一式 

    ４．農業振興地域整備計画基礎調査に関する基礎資料（付図含む） 60 冊 

    ５．農業振興地域整備計画書（付図含む）            60 冊 

    ６．1/2,000 新農用地区域管理図 （旧磐田市は 2分冊）           6 冊 

    ７．1/25,000 土地利用計画図                    50 枚 

    ８．その他必要とする資料（提言・勧告を含む）         一式 
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現況農用地区域図、リスト作成 

現況農用地区域データ作成 

・随時、軽微変更反映確認  ・課税台帳照合 

・田、畑、樹園地、農業用施設用地等用途確認 

地番図等 借用データ整理、調整 

着色検査、不突合処理 

設定方針案検討 

設定方針作成 

資料整理 

基礎資料作成 

基礎資料付図作成 
１号～５号 

新旧対照図作成 
計画書案作成 

計画書付図案作成 
１号～６号 

調整・法手続き 

県農振管理調整会議 

１１条公告 

（30 日間縦覧） 

(15 日間異議申立期間) 

１２条公告 

事
前
調
整
（
県
ヒ
ア
リ
ン
グ
） 

農用地利用計画業務 農業振興地域整備計画業務 

《R7》 

  

資料収集 

計画素案作成 

基礎資料案検討 基礎資料案作成 

＜委託者＞ ＜受託者＞ ＜受託者＞ 

《R7》 

 

除外編入・計画書案検討 

除外編入検討図作成 

不突合確認 

農用地区域除外・編入データ作成 

関係機関意見聴取 

調整資料作成 

・変更理由書・各種様式・新旧対照表 

・除外編入地番リスト、除外編入位置図 

土地利用計画図（付図１号）印刷 

新農用地区域管理図作成 

計画書・基礎資料 

付図 印刷 

新農用地区域リスト作成 

土地利用計画図作成 

計画書作成 

計画書付図作成 

最新課税データ、地番図のデータ調整 


